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会  議  記  録 

会 議 名 称 第 １１ 回 杉 並 区 環 境 清 掃 審 議 会 

日  時 平成１８年３月２３日（木）午後２時０２分～午後４時３２分 

場  所 区役所 中棟５階 第３委員会室 

委員名 

丸田会長、萩原委員、山崎委員、島田委員、岸委員、柳澤委員、井口委員、岩

島委員、芳村委員、井上委員、小池委員、花形委員、田澤委員、奥委員、尾崎委

員、境原委員、秋田委員、山名委員、山室委員 

（１９名）
出 

 
 

席 
 
 

者 

区  側 

環境清掃部長、環境課長、清掃管理課長、環境清掃部副参事、杉並清掃事務所

長、方南支所担当課長、都市計画課長、緑化担当課長、建築課長、調整担当課

長 

 

 

傍 聴 者 数   ２ 名 

事 前 

 第 10 回審議会会議録（案） 

 杉並区地域省エネ行動計画（素案）の策定について 

 雨水貯留槽の設置費助成事業の実施について 

 アスベスト使用建築物解体等工事の規制強化と事務移譲について 

 「すぎなみの注目動植物～レッドデータブックの実現にむけて～」の発行に

ついて 

 平成 17 年度杉並中継所搬入ごみ組成調査について 

 平成 18 年４月から各区へ移行される事務等について 

 廃棄物処理手数料改定に伴う関係団体への説明について 

 一定規模以上の開発事業等の報告（緑化計画）について 

 「都市のみどりを守る」フォーラムの開催と東京みどりの研究会の動向につ

いて 

 みどりの条例の改正と区民意見提出手続きの結果について 

 

配 
 

付 
 

資 
 

料 
 

等 

当 日 

 東京外かく環状道路（外環）について 

 杉並中継所周辺住民の健康状況について 

 杉並中継所搬入ごみ組成調査報告書について 

「みどりとひと」 
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会
議
次
第 

 第１１回環境審議会 

 （１）会長あいさつ 

 （２）第 10 回会議録（案）の確認 

 （３）議 題 

  ①杉並区の地域省エネ行動計画（素案）の策定について 

  ②雨水貯留槽の設置費助成事業の実施について 

  ③アスベスト使用建築物解体等工事の規制強化と事務移譲について 

  ④「すぎなみの注目動植物～レッドデータブックの実現にむけて～」の発

行について 

  ⑤平成 17 年度杉並中継所搬入ごみ組成調査について 

  ⑥平成 18 年４月から各区へ移行される事務等について 

  ⑦廃棄物処理手数料改定に伴う関係団体への説明について 

  ⑧一定規模以上の開発事業等の報告（緑化計画）について 

  ⑨「都市のみどりを守る」フォーラムの開催と東京みどりの研究会の動向

について 

  ⑩みどりの条例の改正と区民意見提出手続きの結果について 

  ⑪東京外かく環状道路（外環）について 

 （４）その他 

 （５）次回の日程 
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お
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主
要
な
発
言 

１ 第１０回審議会会議録の確認 

 ・確認 

２ 杉並区の地域省エネ行動計画（素案）の策定について 

・区のエネルギー消費とＣＯ2 排出の状況について、実際に杉並区の場合と

全国のエネルギー消費構造と内容に対して大幅な差があり、十分読み取る

ことができない。杉並と同じような環境下にある、例えば東京 23 区の状況

がどうなのかをひとつ対象としたらどうか。 

・杉並の小さな財政の中で働きかけをするよりも、環境省の幾つかの、例え

ば「我が家の環境大臣」とか、地球温暖化の特別な施設をつくったりして

いるので、そういったものをもっと活用したらよいのではないか。 

３ 雨水貯留槽の設置費助成事業の実施について 

 ・水害対策に絞って言えば、区の役割というのは雨水の流出抑制で、量で言

えば約 10％ということになっていると思うのだが、公園とか学校などの広

い施設、公共施設で雨水流出抑制ではどのくらい責任を持つのか。 

４ アスベスト使用建築物解体等工事の規制強化と事務移譲について 

 ・説明をうけた。 

５ 「すぎなみの注目動植物～レッドデータブックの実現にむけて～」の発行

について 

 ・説明をうけた。 

６ 平成１７年度杉並中継所搬入ごみ組成調査について 

・ガラスの中のリターナブルびん以外のびん、これが資源物という解釈をし

ていいのかどうか。 

７ 平成１８年４月から各区へ移行される事務等について 

 ・説明をうけた。 

８ 廃棄物処理手数料改定に伴う関係団体への説明について 

・サーマルリサイクルについて、杉並区では希望するしないは、どこでどの

ような形で話し合われて決まっていくのか。また、望ましい区というのが

どこでどのような基準で決められるのか。望まないのに割る振られるとい

う心配もあるのではないか。 

９ 一定規模以上の開発事業等の報告（緑化計画）について 

・説明をうけた。 

10 「都市のみどりを守る」フォーラムの開催と東京みどりの研究会の動向に

ついて 

・説明をうけた。 

11 みどりの条例の改正と区民意見提出手続きの結果について 

 ・みどりと共存するということは、落ち葉も受容するということである。そ

れがこの中に入っているかどうか、そういうものは非常に必要なことで、

行政だけが言っていくことではなく、いろんなところであわせて呼びかけ

ていくことも大切だと思う。 

12 東京外かく環状道路（外環）について 

・アセスメント自体がきちんとした地下の図面を出していないので、有効性

が疑わしいというところから問題にしているということはよくご理解いた

だき、検討いただきたい。 

13 その他 

 ・資料を配布。 

14 次回の日程 

 ・次回日程は、５月２２日（月）午前１０時から 
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 第１１回環境清掃審議会発言要旨 平成１８年３月２３日（木） 

発言者 発言要旨 

環境課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 定刻となりましたので、これから環境清掃審議会を始めさせていただきたい

と存じます。本当に年度末の何かとせわしい中、お集まりいただきましてあり

がとうございます。私は、事務局を務めます環境課長の皆川でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

 環境清掃審議会に先立ちまして、本日の委員の出席状況のご報告と資料の確

認をさせていただきたいと存じます。本日欠席のご連絡をいただいているのが

安田委員、栗山委員、松原委員の３名となってございます。定足数は過半数に

なってございますので、本日の会議は有効に成立するものでございます。 

 なお、事務局でございますけれども、環境清掃部長が今経営会議でちょっと

席を外してございますので、後ほど遅れてこちらに参る予定でございます。 

 次に、資料の確認でございます。まず、事前にお送りしたものを読み上げさ

せていただきたいと存じます。 

 11 点ございまして、最初に、「第 10 回審議会会議録（案）」、２点目が「杉

並区地域省エネ行動計画（素案）の策定について」、３点目、「雨水貯留槽の設

置費助成事業の実施について」、４点目、「アスベスト使用建築物解体等工事の

規制強化と事務移譲について」、５点目、「『すぎなみの注目動植物～レッドデー

タブックの実現にむけて～』の発行について」、６点目、「平成 17 年度杉並中

継所搬入ごみ組成調査について」、７点目、「平成 18 年４月から各区へ移行さ

れる事務等について」、８点目、「廃棄物処理手数料改定に伴う関係団体への説

明について」、９点目、「一定規模以上の開発事業等の報告（緑化計画）につい

て」、これは２件でございます。10 点目、「『都市のみどりを守る』フォーラ

ムの開催と東京みどりの研究会の動向について」、11 点目、「みどりの条例の

改正と区民意見提出手続きの結果について」でございます。 

 なお、席上配付させていただいたものが追加で何点かございます。１つが「東

京外かく環状道路（外環）について」、２点目が「杉並中継所周辺住民の健康

状況について」、これは前回、副会長から要望のあったものでございます。３

点目が「杉並中継所搬入ごみ組成調査報告書について」、それから「みどりと

ひと」のパンフレットが２種類ございまして、ナンバー134 と 135 になってご

ざいます。 

 かなりボリュームがあるもので申しわけございませんけれども、そういった

資料になりますので、ご確認のほどよろしくお願いいたします。もし資料等が

ない場合は、挙手いただければ事務局のほうでまたお配りさせていただきます

ので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、会長、開会のほうをよろしくお願い申し上げます。 

 どうも皆さん、こんにちは。よろしくお願いいたします。 

 司会者のほうからごあいさつがございましたけれども、年度末のお忙しいと

ころをお集まりいただきまして、ありがとうございます。いつもと同じように、
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環境課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

きょうもかなりの議題、報告が用意されているようでございますが、短時間で

運営させたいと思いますので、よろしくご協力のほどお願いいたします。 

 では、最初に「第 10 回会議録（案）の確認」ということになっております

が、皆さん方からご意見等もちょうだいして、参考にさせていただいたと思い

ますが、いかがでございましょうか。お認め願えますでしょうか。 

 ありがとうございます。では、「（案）」を取らせていただきます。 

 では、次の議題に移らせていただきます。 

 まず、「杉並区地域省エネ行動計画（素案）の策定について」、２番目が「雨

水貯留槽の設置費用助成事業の実施について」、３番目が「アスベスト使用建

築物解体等工事の規制強化と事務移譲について」、以上３点でございますが、

環境課関連でございますので、あわせてご説明をお聞きして、それぞれについ

て審議をお願いしたいと思います。 

 それでは、お手元の資料に基づきましてご説明申し上げます。 

 まず、「杉並区の地域省エネ行動計画（素案）の策定について」でございま

す。これは、平成 15 年２月に杉並区の地域省エネビジョンを策定しまして、

その中で指針がございまして、その指針を具体化するために、平成 17 年３月

に区民、事業者、学識経験者等で構成します杉並区地域省エネルギー懇談会を

設置しまして、コンサルも入りまして検討を進めてきました。その結果、２月

14 日付で素案ができ上がりましたので、ご報告するものでございます。 

 まず１番目の位置づけでございますけれども、杉並区に環境基本計画がござ

いまして、その課題別計画の中に地域省エネビジョンがございます。その実行

計画として定めるものでございまして、特に区民、事業者、行政が協力しなが

ら、ＣＯ2 削減目標に向かって取り組んでいくものでございます。 

 ２番目のエネルギー消費量とＣＯ2 排出量の状況、これは現況でございます

けれども、ここにグラフをつけさせていただいております。グラフの中で「●」

になっているところがエネルギー消費量になります。それから白抜きの「○」

がＣＯ2 の排出量になりまして、1990 年を起点としまして、どういうふうに変

動しているかという実態でございます。これを見ますと、2003 年度のデータ

が一番最新なんですけれども、エネルギーも増加し、ＣＯ2 はかなり増加して

いるというグラフになってございます。目標は 2010 年度になりますので、そ

れがどうなるかというところを示したものでございます。 

 点線になってございますけれども、これは政府の京都議定書の目標達成計画

がございまして、それを全部達成できたときという想定で、その場合には「●」

のほうで、今、プラス 9.1％になっています。1990 年に比較しますと、2010

年度でエネルギーはプラス 9.1％、それから「○」のほうのＣＯ2 ですけれど

も、これはプラス 1.7％になると。それが国のほうの計画でございます。杉並

区のほうの計画はこの３番目に書いてございますけれども、２％の削減という

ことになってございますので、このプラス 1.7％のところを、ここには記載し

てございませんけれども、さらにマイナス２％まで持っていこうというのが杉
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並区の計画でございます。 

 この３番目のところはどんなイメージかということを記載してございますけ

れども、すべての家庭だとか事業所、店舗などにおいて、5.4％の省エネが行

われた場合には達成できるという非常に厳しい数値目標にしてございます。こ

の 5.4％の省エネというのはどんなイメージかといいますと、例えば３つ挙げ

ますと、暖房を 20 度に設定、冷房については 28 度に設定をする。おふろにつ

いては間を置かずに、お湯だきをしない。電気製品は、使わないときはコンセ

ントをプラグから抜いて待機消費電力を少なくする。こういった３つをそれぞ

れのご家庭でやっていただきますと、大体このぐらいのことができるというイ

メージでございます。 

 ４番目の行動計画の概要です。まず、基本的な考え方が「○」で書いてござ

いますけれども、１つは協働で取り組むということでございます。もう１つが、

家庭、仕事場、学校、交通といった生活場面ごとに作成したものでございます。

それから、規制などの国や東京都が行う施策と十分に連携をとりながら、区と

して独自に行う施策をまとめたいというものでございます。 

 裏面でございます。行動計画全体のイメージがこの(2)番目でございますけ

れども、ここに五つ星がございまして、真ん中に「作戦１」としまして、「区

民・事業者・行政の協働作戦」というのを真ん中に持ってきてございます。周

りに家庭、仕事場、学校、交通、行政とそれぞれの省エネ作戦をつくるもので

ございます。 

 (3)番目に各作戦の概要でございますけれども、協働作戦については「皆で

スクラム作戦」としまして、こういった各主体の行動を有機的に結びつけよう

というものでございます。 

 ②番目の家庭ですけれども、これは「小さな工夫で大きな省エネ作戦」とい

うことで、冊子になっているほうの９ぺージをお開きいただきたいと存じます。

ここで、家庭の場合はどういったことをやったらいいかというものを一覧表に

してございまして、こういったことをやると、年にどのぐらい削減できるとい

うものを１つの目安としてつけさせていただいてございます。 

 それから、仕事場ですけれども、これは「スマートオフィス作戦」としまし

て、この冊子の 11 ぺージに省エネ行動例を一覧にさせていただいてございま

す。オフィスの場合ですといろんなオフィスがございますので、必ずしも一概

に適用はできませんけれども、こういった例をつけさせていただいてございま

す。 

 それから、学校の省エネ作戦、「風とみどりの学校教育作戦」ということで、

今、杉並区で風とみどりの施設づくりに取り組んでございますので、そういっ

たものを組み入れていきたいというものでございます。 

 それから、交通については「いつも元気な交通作戦」、行政については率先

して取り組もうということでＩＳＯ等を実施しておりますので、「環境先進自

治体作戦」とさせていただいてございます。 
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 ５番目に、具体的にどうするのかというところなんですけれども、「作戦へ

の参加・協働の仕組みづくり」ということで、とりあえず今後のスケジュール

のところに書いてございますが、４月 11 日号の区報で区民意見提出手続きを

とる予定でございます。修正等を加えて決定した暁には、７月 11 日号の「広

報すぎなみ」で省エネ行動計画を周知しまして、作戦の名称だとか、ロゴマー

クの公募等をしていきたいと考えてございます。また、ホームページの作成も

考えていきたいと考えてございます。 

 それから、各省エネ行動のインセンティブとなるようなものということで、

省エネ行動をポイントとして貯めることのできるカードの発行の検討を始めた

いと考えてございます。 

 ちょっと重なりましたけれども、今後のスケジュールは、区民意見提出手続

きを経まして、６月下旬ごろには計画決定をして公表していきたいと考えてご

ざいます。別紙のほうは素案でございますので、これについて皆さんごらんに

なっていただいて、ぜひ環境課に、右下に小さく括弧で書いてございますけれ

ども、４月１日以降は環境都市推進担当のほうで担当しますので、ご意見をファ

クスでもメールでも結構ですので、お寄せいただければありがたいと考えてご

ざいます。これについては以上でございます。 

 続きまして、「雨水貯留槽の設置費助成事業の実施について」ご説明申し上

げます。 

 これは、昨年の９月４日に杉並区では集中豪雨がございまして、議会等でも

かなり要望をいただいていたものでございます。雨水の循環利用を促進しまし

て、雨水流出抑制、防災対策に役立つということで、事業の目的としているも

のでございます。 

 事業の概要でございますけれども、助成対象が雨水貯留槽を設置したいと考

える個人並びに事業者ということでございます。小型、大型と分けまして、小

型は 500 リットル以下という考え方で、助成額は本体価格の２分の１額、上限

が３万 5,000 円と考えてございます。一応予算上は 30 基を予定しているもの

でございます。それから、大型は 500 リットルを超えるもので、これについて

は１立方メートル当たり７万円を乗じた額ということで、上限が 30 万円、予

定が２基ということでございます。 

 実施の時期は、４月１日号の「広報すぎなみ」に掲載する予定ですけれども、

実際の受け付けは５月８日から予定しているものでございます。なお、これに

伴いまして、環境情報館のほうにも実物の展示等を考えていきたいと考えてい

るところでございます。これは以上でございます。 

 続きまして、「アスベスト使用建築物解体等工事の規制強化と事務移譲につ

いて」ご説明申し上げます。 

 これは大気汚染防止法の施行令と施行規則でございますけれども、それが改

正されまして、「３月１日から特定粉じん排出等作業の規制が強化されました」

と書いてございますけれども、これは要するに飛散性のアスベストを除去する
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ときの規制が強化されたというものでございます。これに伴いまして、東京都

から区に来ている移譲事務についても変更になる予定でございます。 

 変更の内容は大きく３点ございまして、１点目が特定建築材料の追加指定と

いうことでございます。今、対象が吹付けアスベストになってございますけれ

ども、それに石綿を含有する断熱材、これは屋根だとか煙突に使う断熱材でご

ざいます。それに保温材及び耐火被覆材ということで、これは石綿を含有した

ようなパーライトだとか、ひる石だとか、そういったものでございます。 

 ２番目、届出の必要な作業の範囲ということで、これまでは耐火または準耐

火の建築物で延べ面積 500 平方メートル以上、特定建築材料使用面積の合計が

50 平方メートル以上という制限がございましたけれども、こういった制限、

規模要件を全部撤去したものでございます。 

 ３点目が作業内容の周知義務創設ということで、作業をする場合、近くに掲

示をするということでございます。掲示する事項については、ここに記載のと

おりでございます。 

 ４点目の事務の移譲内容の変更でございますけれども、東京都は３月９日付

で都議会で環境確保条例と事務処理特例条例の一部改正を決定してございま

す。これに伴いまして、４月１日から大気汚染防止法に基づく届出については

すべて区の事務になるといった予定でございます。 

 これについては以上でございます。 

 ありがとうございました。 

 では、最初に、１番目の「杉並区地域省エネ行動計画（素案）の策定につい

て」ご説明がございましたけれども、ご質問、ご意見がございましたらお願い

いたします。 

 この２ぺージの表を見せていただいたわけですが、区のエネルギー消費とＣ

Ｏ2 排出の状況ということで、実際に杉並区の場合と全国のエネルギー消費構

造と内容に対して大幅な差があって、十分読み取ることができないという感じ

がするわけです。そうすると、希望としましては、杉並と同じような環境下に

ある、例えば東京 23 区の状況がどうなのかをひとつ対象として、全国と杉並

だけ対比しても、ちょっと意味がわかりにくいなというのが１つ。 

 それからもう１つ、下のほうにエネルギー消費構造というのがあるわけです

けれども、これにつきましても、いわゆるエネルギーの消費構造によって違っ

てくるわけですよね。例えば家庭とか、業務用とか、民生とかいうのが多けれ

ば多いほど１人当たりの消費量は少なくなってきて、逆に言うならば製造業で

あるとか、そういうものに対する消費は大きくなってくる。そうすると、同じ

ようなもの、杉並の場合には面積的に言っても、人口的に言っても、住んでお

られる区民の方についても、板橋なんかとほとんど同じような構造になってい

るだろうと思うんですけれども、そういうものを対比の中でどのように考えて

いったらいいかなという、参考のものをもう少し提示していただいたらわかり

やすいかなという感じがいたしました。 
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 まず、こういった調査でございますけれども、実を言いますと、23 区の中

でもこういった調査を始めているのは杉並が一番早いというところで、まだ各

区、取り組んでいないところが大半でございます。それで、今、23 区で共同

してこういった地球温暖化対策をとろうということで、標準的な算出方法とい

うものを、次年度に標準的なものをつくるという予定になってございますので、

そういたしますと、各区が標準的な計算様式に基づいて、自分の区はどのぐら

い減っているのか、ふえているのかを出すことになると思います。これは杉並

区が独自で出したものでございます。 

 たまたまこの２ぺージの真ん中の下のところ、「図２、図３に杉並区及び全

国のエネルギー消費構造を示す」と明確になったわけですから、これは国がお

やりになったところからこういうものをピックアップしたのかなと私は理解し

たわけですね。全国のものを調べるというのは容易なことじゃありませんし。

ということは、この２ぺージにあるような数字は、杉並区独自がおやりになっ

たと考えてよろしいわけですか。 

 図の２については杉並区独自で調査したものでございます。図の３は、国の

ほうで地球温暖化対策の実行計画をつくっていますので、昨年出したものです

けれども、その中の資料でございます。これは国の資料です。 

 そうすると、国のほうとしては杉並区のエネルギー消費構造なんていうのは

つくってくれていないわけなんですか。 

 そういったものはあまり想定していないようでございます。国は実は産業界

というか、ここで言いますと、産業、運輸でＣＯ2 を削減していこうという考

え方を持っていますので、単純に民生部門で考えますと、実は 2010 年で６％

ぐらい増加というデータを出しています。杉並区はむしろ民生部門が多いもの

ですから、状況としては非常に厳しいものでございます。 

 というのは、後半で申し上げました消費生活というか、どちらかというと業

務というか、民生的なものが中心的な杉並区と、一般的には大工業地帯なんか

もたくさんあるわけですけれども、そういうところでのエネルギー消費割合は

かなり違うと思うんですね。人口１人当たりのあれから言ってもね。そうする

と、これで２％というのがいいのか、マイナス 5.4％という数字がいいのか、

その辺の考え方からいっても、どういうふうに考えたらいいかなと。同じ共通

の土俵で物を見たいなという考え方から今のような意見を申し上げたわけなん

です。 

 23 区の特別区協議会のほうでもそういった話題が出てございまして、でき

るだけ標準的なものをつくって、各自治体で比較できるようなものをつくろう

という話が今出ています。来年以降になるかと思いますが、そういうものが出

てくると思います。 

 この省エネ行動計画をちょっと拝見しまして、やはり際立った特徴というの

は、杉並区の場合、いわゆる民生とか家庭が全国の消費構造なんかと比べます

と際立って大きいわけですね。ということは、杉並区民に対して省エネ行動、
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それから地球温暖化の防止とかの働きかけを積極的にやっていかないといけな

いということになると思うんです。環境省もかなり力を入れて地球温暖化とか、

京都議定書の達成とか、そういったものについていろいろな行動を起こしてい

るわけですね。ああいったものは家庭についても全く同じ働きかけなんです。

区からの働きかけも同じだし、国からの働きかけも全く同じなんですね。 

 だとすると、杉並の小さな財政の中で働きかけをするよりも、環境省の幾つ

かの、例えば「我が家の環境大臣」だとか、地球温暖化の特別な施設をつくっ

たりしているわけですね。そういったものをもっと活用されたらどうかなとい

う気がするんです。杉並の財政レベルで国を代表するような行動をやることも

大事ですけれども、非常にもったいないと思うんです。今回の場合、国がやっ

ていることを杉並区自体やるわけですから。個別の問題じゃないんですね。区

民がやることは、もう環境省はお金を使っていっぱいいろんな施策をやってい

るわけですから、あまりそんなにこだわらずに、そういったものをもっとどん

どん使って利用していったほうがいいと思うんです。ここでは国との関係は全

く触れていないわけですね。環境省はものすごい予算を使って、省エネあるい

は地球温暖化の防止については行動を開始しているわけです。だとすると、い

わゆる環境省の京都議定書の達成とか、そういったものについてやっている努

力というものを杉並区で引っ張り込んだらどうかなという感じがするんです。

 実際に区民の意識を高めるのは、いわゆる広報的にもすごく難しいんです。

もう６～７年か前に環境家計簿を杉並区でやりましたね。それに対してはほと

んど反響がなくて、末端まで達成していないという感じがしたんですけれども、

杉並区の場合、特に家庭とか民生の重点が大きいということになりますと、こ

の問題については日本国民としての立場というのが非常にあると思うんです。

ですから、環境省とかそういうものは、自治体が名乗りを上げれば、そちらが

やったやつを全部こちらに引き入れることはできますので、ぜひそういう働き

かけをやっていただきたいと思います。むしろ東京都よりも環境省のほうが最

近は全力投球していますから、ぜひ利用していただきたいと。杉並区の乏しい

財政の中でやるのはなかなか大変だと思うので、その辺を少し検討してみてい

ただきたいと思います。使わない手はないです。もったいないです。 

 じゃ、ご要望ということで、ご意見としてお聞きしておいてよろしいでしょ

うか。 

 前回の審議会でもこの話を多分申し上げたと思うんですけれども、それで、

環境課長さんも恐らくハードルが高すぎるんじゃないかというご意見というか、

あったと思うんですね。実にそのまま数値が横にスライドした形で、環境白書

に載っているからということで多分これが載っていると思うんですけれども、

逆に現実味が本当にあるんだろうかと。例えば 1.7 プラスになる予測のところ

をマイナス２ですから、そこにギャップが相当 3.7 ぐらいあるわけですから、

本当にできるというか、可能性のある数値をはっきり掲げておられるのかどう

かが心配なので、その辺、これに決まった経緯がもしわかりましたらご説明願
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いたいと思います。 

 あと、この中で、本論の案のところの４ぺージにあります、１割の対象が

10％の省エネ努力をした場合に１％増という、これは例えば２割の家庭がやっ

た場合は単純に半分に減ると考えていいんですか。この事例をどういう意味で

出されているのかよくわかりかねたので、このところはちょっとご説明いただ

きたいなと。要するに今この中で、全体が５％省エネしないと達成できないと

なっていますよね。その辺の状況をご説明いただきたいんですが、よろしくお

願いします。 

 ハードルが高いという話は、前回もそういう話がございましたけれども、実

は省エネ行動計画ですので、エネルギーの消費量で抑えるか、ＣＯ2 の排出量

で抑えるか、そういったことは検討会の中でも議論になったわけでございます。

実際にエネルギーで抑えるのは非常に難しいだろうということで、現実に達成

できるのはどちらかということで考えると、ＣＯ2 ではないかということで、

実際にいろいろと算定してもらった結果、これならできないことはないと。絶

対にできないことはないといったところの、ある程度の感触をつかみましたの

で、ハードル自体は高いんですけれども、こういう形にさせていただいたもの

でございます。 

 それから２点目については、これはいろんなパターンがあるんです。例えば

区の独自対策のマイナス２％についても、すべての者が 5.4％の省エネ努力を

した場合と書いてございます。例えば半数の方が 10％の努力をしたらという

考え方も成り立つわけなんですけれども、やはり区民みんなでやっていただい

たほうがいいだろうという考え方で、表現は 5.4％にしたわけなんですけれど

も、この参考のほうについても、これはコンサルに入っていただきまして、１

つの参考としてこういう形でつけていただいたということなんです。ちょっと

うまく説明できないんですけれども。 

 要するに、どういう努力をしたら、どれだけ努力をしたらどうなるかという

ことを参考に、もうちょっとこれが理解できるようにご説明をいただきたいと

思います。例えば８割方がもうかなりやっているようにアンケートで返ってき

ているんですけれども、８割方が本当にやっているかどうか精査しなきゃいけ

ないところだと思うんですが、その残りのやっていないところを掘り起こした

ときに、その１割の対象が 10％努力しているとすると、例えば２割の人が頑

張ったら、それがどのくらい、どういうふうに動きが変わる意味があるのか、

ちょっとご説明をいただきたいと思うんです。 

 この追加ケースというのがまずあると思うんです。追加ケースというのは要

するに国の考えている目標達成計画というものなんですけれども、これで言い

ますと、いろんな高効率機器なども導入されるという考え方が入っていますの

で、それでいくと 1.7％になるわけなんです。 

 あと、区独自対策と参考ケースというのは、ハード面ではなくて、家庭・業

務のソフトの部門で努力した場合にどうなるかといった形で、ちょっと参考と
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してこういう考え方でつくってみたものなんです。例えば１割程度の人がこの

程度の努力をしたらどうなるかということで、10％の省エネ努力が具体的にど

れを指すのかというのはちょっと出していないんですけれども、一応数字をこ

ういった形でつくったものでございます。 

 ９ぺージにある表が「家庭における省エネ行動とその効果の目安」とござい

ますね。例えばこれが１人当たりとか家庭当たり、基本的に総量がどのくらい

でこれが響くのかがちょっとわかるとわかりやすいかなと思いますね。実際に

どのくらい皆さんがＣＯ2 を年間使っているかということが先にうたい込まれ

ていて、その中で、じゃ、例えばこういう努力をするとそのうちの何％だとか、

どの程度減るんだというのが目に見えたほうが、もうちょっとこの部分で努力

をすると、そこにどれだけ影響があるかというのがわかると思うので、その辺

がこのいただいた資料の中でわかりかねたので、どこかに載っていますでしょ

うか。 

 ９ぺージのこの表ですけれども、これは区のほうでつくっている「家庭でで

きる省エネ作戦」という赤いパンフレットがあるんです。環境情報館にも置い

てございますけれども。その中に具体的にどんな形でやったらいいのかという

ことで、イラストも使いながら示したものでございまして、その中の抜粋がこ

れでございます。ご指摘のように、どういったパターンだったらどういう形に

なるのかという、もうちょっと具体例で出したほうがいいというご指摘だと思

うんですけれども、それについては参考にさせていただきたいなと考えてござ

います。 

 5.4％の「努力」という字がついていますので、本当に努力だと思うんです

けれども、やはり年次計画的なものもあわせて出てくると、一般的にはあわせ

て出てくるものだと思います。３ぺージの削減の表を見ましても、これは単に

現状と目標数値のところを点線で結んでいるだけですよね。実際にこういうも

のは本当にいろんなものが絡まって効果が出てくるわけですから、なかなか年

次目標を立てにくいことはとてもよくわかるわけですけれども、やはり実現可

能性がない数字と言われないためには、どの程度のものを努力するというもの

が出てきますと、説得力があるのではないかと思っております。 

 ついでに、やはり杉並区の場合には、家庭ですとか、小規模の事業所の影響

が非常に大きいということがよくわかりますけれども、９ぺージの具体的な家

庭での省エネ行動、これはわかっているようで、なかなか実際にはそれぞれの

家庭でわからないこと――私もこれを送っていただいて、ああ、これはやって

いる、これはやっていない。例えばトイレのふたを閉めましょうというような、

そんな細かいことまでやると数字がこうなるということが区民１人ひとりにき

ちっと伝わって、行動に結びつくような働きかけがとても大切だと思うんです

ね。 

 一般的には何かすればいいよということはイメージとしてはわかりますけれ

ども、やはり具体的な行動を積み重ねていかないと効果が出ないというところ
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で、何かうまいＰＲの方法ですとか、チェックリストみたいなもの、ポイント

カードというものが出ていますけれども、ぜひこの辺は具体的に実施していた

だきたいと思っております。ともかく１人ひとりが動くインセンティブみたい

なものがないとなかなか動かないですので、ぜひお願いをしたいと思います。

 ありがとうございました。 

 まだほかにも議題がたくさんあるので、もう一方でももしおありになったら

……。これからまだご意見等を出していただいて、また区民との会話といいま

すか、手続きをオーソライズして決定していくわけですので、まだチャンスは

ございますけれども、きょうのところはよろしゅうございますか。 

 いろいろ具体的なことを示したほうがいいというのは当然だと思うんですね。

ちょっと数字だけだとわかりにくいというか。数字はわかるけれども、仮説が

どういう意味を持つのか、重みを持つのかというそこら辺を、皆さん方からご

意見が出ていましたように、一歩突っ込んだ場合に、できたら説得力のあるも

ので区民にお示しして、それを生活の実態に結びつけていく。心がけじゃなく

て、もう差し迫った問題になっていますので、そこら辺が求められているし、

その辺の行動へのガイダンスというか、アドバイスというか、その辺まで結び

つくものを提示されたらというのが皆さん方のご意見だったと思います。 

 それから 23 区なんですが、ちょっと私の聞くところによると、まだすべて

の区でこういったものを立てたものではなくて、これから始めるところもござ

いますし、まだ早いほうじゃないかなと思うんですね。省エネ行動計画という、

こういったものを立てられているのは。ですから、足並みがそろっているわけ

ではないですけれども、今後そろっていかなきゃいけないなと思います。 

 では、次に進めさせていただきます。ありがとうございました。 

 ２番目の「雨水貯留槽の設置費用助成事業の実施について」ということで、

ご質問、ご意見がございましたらお願いします。 

 前の議案もそうですが、このスケジュールを見ると、３月下旬に都市環境委

員会へ素案報告となって、こっちのほうも３月下旬に委員会に報告をするとい

うことになっています。副委員長と一緒に参加をしているんですが、物理的に

開くことができないかもしれないということを前提に幾つか聞いておきたいと

思います。 

 いずれにしてもこれは実施が４月１日ですので、知っておく必要があるとい

うことから聞いておきたいんですが、いわゆる流出抑制といっても、１つは地

下浸透の問題があるし、もう１つは今回出ている貯留の２つの種類があります

よね。今まで杉並も民間への助成をしていたんですが、たしか主に地下浸透だっ

たのではないかなという気がするんです。今までの実績がどうで、反省点とい

うか、ここはこうしたらいいのかという、今回は貯留一本ということになるも

のですから、そのあたりの実績なども含めて今後の展望はどうなのか聞いてお

きたいと思うんですが。 

 「都市環境委員会委員に報告する」ということで、これは個別に投げ込みを
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させていただきたいなと考えてございましたので、大変失礼いたしました。 

 それから雨水の浸透なんですけれども、これは土木担当部のほうで建設課が

所管になっているものですから、ちょっと今手元にデータを持ち合わせてござ

いませんので、大変申しわけないんですけれども。 

 １点目の件は「委員会への素案報告」なんていうのがあるものですから、そ

れも含めて、「委員」と「委員会」は確かに違うんですが。 

 それで、ちょっと要望も含めてですけれども、例えば雨水の利用というのは

今言ったように貯留もあるし、貯留は防火的にも役立つだろうし、浸透という

のはもう少し大きな意味で、水の循環という意味で必要だろうし、この間テレ

ビで見ていたら、たしかメキシコとアメリカを舞台にして雨水を飲み水にする

というような研究もやられているということを聞いているんですね。 

 そのことはいいんですが、水害対策に絞って言えば、例えば下水、河川、そ

して雨水の流出抑制のこの３セットから成っていて、区の役割というのは雨水

の流出抑制で、量で言えば約 10％ということになっていると思うんですが、

例えば今度の議会でも大きな話題になったように、公園とか学校などの広い施

設、公共施設で雨水流出抑制ではどのくらい責任を持つのか。 

 それから民家ですね。今までやってきた施設、それから新たに今度やる貯留

槽なんかでは、その 10％のうちのどのくらいを民間に期待するのか。そういっ

た計画づくりは必要だと思うんですが、そのあたりはどうなんですか。なけれ

ば、今後そのあたりも明確にしていく必要があると思うんですけれども、要望

も含めて。 

 ご指摘の点は所管のほうと調整させていただきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

 ほかにございましたら……。 

 では、ありがとうございました。２点目についてもきょうのところはよろし

いといういうふうに、皆さん方のご意見だと思います。 

 では、３点目の「アスベスト使用建築物解体等工事の規制強化と事務移譲に

ついて」、ご質問、ご意見ございましたらお願いします。 

 よろしゅうございますか。 

 では、次に進めさせていただきます。４番目の「『すぎなみの注目動植物～

レッドデータブックの実現にむけて～』の発行について」、この件については

環境都市推進担当副参事、よろしくお願いします。 

 説明させていただきます。 

 お手元のほうに事前に配らせていただきましたこちらの冊子、56 ぺージ立

てのＢ６判のカラーのものが今発行ということで申し上げました「すぎなみの

注目動植物～レッドデータブックの実現にむけて～」という冊子でございます。

この件につきましては、こちらのＡ４の１枚でまとめてある中身のものなんで

すけれども、１番の目的としまして、幅広い区民の方々に杉並区に生息する身

近な生き物や緑に興味を持っていただき、自然環境の保護や関心を持ってもら
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うための手がかりとしてこちらを発行してございます。 

 内容としましては、もとになっていますのが動植物生息状況調査というのを

杉並区は昭和 60 年から５年置きにやってございます。今、第５次を実施して

いる最中なんですけれども、第４次までの調査報告がまとまっていますので、

この第４次調査報告をもとに、今回、内容をまとめたものでございます。 

 植物、クモ、昆虫、野鳥のうち、区内でその数が減少しているなど注目する

種について写真とともに――実はこの写真、杉並区の動植物の写真をすべて使っ

ていないんです。一部杉並区のものを使っている写真を掲載してございますけ

れども、そういったものをこの１冊にまとめまして、また、国及び東京都発行

のレッドデータブックにおける種の評価・区分も併記して、杉並区独自の編さ

んをしているものでございます。 

 そして、頒布先なんですけれども、区内と書いてございますが、区立図書館、

あるいは区政資料室、区議会図書館などに閲覧用で配布してございます。また、

区立の小・中学校、養護学校各校、３冊ずつ教材用として配ってございます。

また、区政資料室にて 500 円で販売をしているところでございます。こちらの

ほうは３月 13 日から販売をしていまして、ちょうど３月 15 日の読売新聞でこ

のように大きく記事にも、カラーで取り上げていただいています。そのおかげ

で販売のほうも、今、数冊ですけれども、売れているような状況でございます。

つくった発行部数ですけれども、1,000 部つくってございます。 

 私のほうからは以上でございます。 

 では、何かご意見はございますか。 

 よろしゅうございますでしょうか。では、ご活用のほどよろしくお願いいた

します。 

 次に移らせていただきまして、今度は清掃管理課関係なんですが、３件ご説

明をお願いしたいと思います。５番目の「平成 17 年度杉並中継所搬入ごみ組

成調査について」、６番目が「平成 18 年４月から各区へ移行される事務等につ

いて」、７番目が「廃棄物処理手数料改定に伴う関係団体への説明について」、

よろしくお願いします。 

 それでは私から、「平成17年度杉並中継所搬入ごみ組成調査の結果について」

報告いたします。 

 調査結果についてはまだ報告書ができたばかりですので、印刷物は本日の席

上配付とさせていただきました。調査結果等のデータを資料により報告いたし

たいと思います。 

 それでは、資料をごらんください。調査の目的、調査期間、調査対象地区等

は記載のとおりでございますが、杉並区の対象の２地区は、荻窪が４年連続で

対象とした地区で、永福は今回２年目の地区でございます。４の調査方法につ

きましても、記載のような例年のとおりの方法で行ってございます。 

 ５の主な調査結果でございますが、まず、(1)の組成調査、全体の概要です

が、プラスチックの割合が重量で約 57.4％と非常に高く、しかもこれは全国
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的な傾向と一緒なんですが、年々高くなっております。次いで金属が 12.2％、

ガラスが約 7.7％となっております。 

 次に、(2)のプラスチックの組成を見ますと、プラスチックは１トン当たり

573.53 キログラムの排出で、内訳になりますとフィルム類が最も多く、プラ

スチック全体に占める割合は 35.2％、次いで容器包装以外のプラスチック、

ボトル類、パック・カップ類の順でございました。 

 裏面に参りまして、(3)の資源物の排出状況ですが、調査地域全体でかなり

ペットボトルの排出量が多く、瓶や缶などに比べ比重が低いにもかかわらず、

排出量が多くなっております。これは、ペットボトルが他の資源物と違い、店

頭回収が主で、集積所回収を行っていないことによるのではないかと考えてお

ります。 

 それから、(4)の排出禁止物ですが、排出禁止物は１トン当たり 26.7 個排出

されており、その内訳では引火性の廃棄物が最も多く 10.2 個、次いで有害性

廃棄物、危険性廃棄物の順となっており、これらの引火性・危険性廃棄物が車

両火災の原因となっていると考えられます。ただ、年度や地域によってかなり

ばらつきがあり、どの地域が多いとか、経年的なトレンドがあるとかは見てと

れにくい状況になっております。 

 なお、(5)のレジ袋ですが、表の右下の部分、15、16、17 年と、このところ

レジ袋は少なくなってきているように見受けられます。しかも、表の上段のご

みとして出されるレジ袋のほうが減り方が大きいということが見て取れます。

対象地域別に見ると、以前の調査もそうでしたが、他区の地域のほうがレジ袋

の排出が少ない。これは野方、あるいは上石神井が駅周辺の住商混合地域であ

る一方、杉並のほうはどちらも住居専用地域のために組成の傾向が異なってい

るためと思われます。 

 次に、２点目の平成 18 年４月から各区へ移行される事務等についてでござ

います。平成 18 年４月から、これまで 23 区の清掃協議会で行っていた一般廃

棄物処理業の許可に関する事務が各区に移行されます。各区で執り行うことに

なる新たな事務や取り扱いが変更するものは以下のとおりとなります。 

 １として、移行される事務の概要ですが、(1)で一般廃棄物処理業の許可に

関する事務として、①で主に事業者のごみの収集・運搬等を行う業者の許可の

事務があります。23 区の許可業者件数は表に記載のように 827 件、区内では

収集運搬業 28 件、処分業１件となっております。そして、関連して②以下に

記載のような事務がございます。 

 次に、(2)の廃棄物の持ち込み承認に関する事務がございます。これまで持

ち込みごみ、これは事務所や店舗から集めるごみを業者が工場に持ち込むもの

でございますが、この持ち込みごみの承認は清掃事務所が行ってまいりました

が、各区清掃工場間の搬入の調整を行いやすくするため、清掃一部事務組合に

事務を移すことになりました。 

 次に、２の移行に伴って 23 区共通で取り扱う許可に関する事項ということ
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で、①として継続的な作業場所、これは排出事業者ですが、これがない区の許

可は原則として許可の更新をしない。これまでは 23 区で業者すべてに許可を

してきたということがございますが、これからは取り扱う区内での許可に限っ

ていくということでございます。 

 それから、新規許可要件となる能力検定試験とか、更新講習会については

23 区共同で行うというものでございます。 

 それから、移行までのスケジュールということで、これまで主に業者の方々

等を対象に説明会を行ってまいりました。なお、この業務の意味合いでござい

ますが、こうした業者の許可を各区が責任を持って行うことによりまして、各

区内の事業者のごみが区のごみ全体の１割ほどございますけれども、このごみ

の処理状況がちょっと不明確な部分もあったんですが、これが正確に把握され

るとともに、各区ごとのごみ減量の取り組みなどに反映できることになりまし

て、各区の自立性、独立性を高めることに通じていくものと考えております。

 次に、３点目の廃棄物処理手数料改定に伴う関係団体への説明についてでご

ざいますが、廃棄物処理手数料の改定につきましては 23 区共同で取り組もう

ということで、共同の取り組みとして前回の委員会でも報告させていただきま

したけれども、関係団体の説明につきましては対象が大きいということで、分

担して次のように取り組んでおります。①として廃棄物処理業・資源回収業団

体を対象にして説明を行う。あるいは、②として有料ごみ処理券の販売業者、

これは大きくはチェーンストア協会、あるいはスーパーマーケット、コンビニ

等で販売していただいてございますけれども、これらにも説明をしていく。そ

れから、主に事務所、事業所等の排出事業者団体等にも説明を行っていくとい

うことで、現在説明しているところです。 

 ちょっと裏面を参考に見ていただきまして、現在、工場にごみを持ち込むに

ついては、事業者さんからはコスト分をいただいているということですが、10

年ほど手数料の値上げを行ってございませんで、値上げを行う必要があるとい

うことで、記載のように上の枠で囲った部分の中ほど、19 年４月１日を目途

として、処理の原価は現在キロ当たり 12.5 円でいただいているところなんで

すが、これをキロ当たり 16.5 円、４円値上げするということでございます。

 下のほうの枠では、重さと容積換算でごみ処理券の値段を参考に付してござ

います。 

 次に、３点の報告のほかに、東京 23 区のサーマルリサイクルの検討状況と

いうことで、前回、清掃事業の新たな課題として 23 区のサーマルリサイクル

の共同の検討について報告させていただきましたけれども、その後の動きにつ

いて、資料なしでございますけれども、口頭で簡単に報告させていただきます。

 平成20年度から23区で本格実施することは前回報告させていただきました

けれども、サーマルリサイクルの実施に当たっては、収集体制や収集日等が大

幅に変わることになります。そのため、準備対応が必要ということで、また、

工場への影響等の実証的な確認が必要であるということで、モデル実施を行っ
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ていこうということでございます。 

 本格実施の20年度の前年の19年度にはすべての区が一部でもいいからモデ

ル実施しようということで、現在検討が進められているような状況でございま

す。また、18 年度についても、希望区プラス望ましい区ということで、18 年

度の早い時期に実施区を確定して、プレス発表しようという状況で検討が進め

られております。杉並区についてこの 18 年度のモデル実施をどうするか、現

在検討している状況でございます。 

 私からは以上でございます。 

 では、最初に５点目の「平成 17 年度杉並中継所搬入ごみ組成調査について」、

ご質問、ご意見がございましたらお願いします。 

 まず、裏のぺージの中で質問を２点させていただきたいわけですが、「資源

物の排出状況」の中で、特にガラスの中のリターナブルびん以外のびん、これ

が資源物という解釈をしていいのかどうか、ちょっと私としては迷っていると

ころなんです。リターナブルびんというのは当然資源物としてカウントできる

と思いますが、恐らくこの数量から見て、実際に現在、不燃物として出しなさ

いという形で区で指定しておられます、いわゆる化粧品のびんであるとか薬び

んが主体じゃないかなと考えるわけです。そうすると、それはあくまで資源と

して、いわゆるもう一遍リサイクルできないよということの中でのとらえ方が

されているわけですから、この中で資源物というカウントはいかがなものかな

というのが１点目でございます。 

 ２点目に、(4)番で排出禁止物ということで、有害性、危険性、引火性の３

つの事例が出ているわけですが、これなどにつきましても、実際、現在区のほ

うでやっている指導は、例えば有害性の場合には完全に使い切って、空の容器

のみ不燃ごみに出してくださいという指導になっていますし、危険性のものに

ついても使い切ってから不燃ごみに出してくださいということになっておりま

すから、必ずしもここでおっしゃるような排出禁止物というとらえ方ができる

かどうか。逆に言うならば、内容物が全部入っていたから排出禁止物だよとおっ

しゃればそのとおりかもしれません。そうすると、逆に言うならば、完全に使

い切った排出物と中身が入ったものはどうなっているのか、その辺はちょっと

疑問に思ったものですから、お伺いしたいと思います。 

 まず、ご指摘のように確かにガラス、リターナブルびんとリターナブルびん

以外のところでございますけれども、リターナブルびん以外でもかなり実際に

は生きびんということで、そのままもう一回繰り返して使うびんも砕いて材料

として使ったりして集めておりますので、基本的には資源となり得るものとい

う考え方なんですが、ご指摘のように非常に小さい化粧品等が入っているもの

が本当に資源というふうにここでカウントできるかどうか、そこは確かにもう

少しきめ細かい分け方が、場合によっては今後必要になってくるのかもしれま

せん。 

 それから、排出禁止物につきましても、ご指摘のように完全に使い切って出
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した場合には排出禁止物という分類には当たらないと思います。むしろ出して

いただかないと、出す場所がなくなってしまいますので、それはご指摘のとお

りかと思います。これにつきましても、やはり内容物が残っていて、それが危

険性であるとか、引火性であるとか、そういった意味で排出禁止物と位置づけ

ているものでございます。 

 そうすると、完全に使い切ったものはここにカウントされていないと考えて

よろしいんですか。 

 そういうことでございます。 

 よろしいですか。よろしくないみたいな顔をされているけれども……。（笑）

 ちょっと多すぎるかなという感じがするものですからね。もっと区民を私は

信頼しなきゃいかんだろうと思ったんですよ。きれいに使い切って出していた

だいているというふうに私としては思っているものですから、ちょっと多すぎ

るのかなという感じがいたします。 

 じゃ、またいろいろご意見等のほどよろしくお願いいたします。 

 では、ほかにございますか。 

 これはこの件ではないんですが、リターナブルびんとリターナブルびん以外

のびんというふうに、これは組成調査ですから出されていますけれども、実際、

資源ごみで出されているときに、リターナブルびんはリターナブルびんとして

別に分けられてというか、回収した後、リターナブルびんとワンウェイのもの

を、リターナブルはリターナブルのほうに戻していらっしゃるんですか。それ

ともリターナブル以外のものも一緒に処理をされているのか、ちょっとここに

出ているので確認したいと思います。 

 まずはリターナブルを優先して、リターナブルとしてできるものは生きびん

として別にしております。 

 ほかにございますか。 

 よろしいでしょうか。では、次に移らせていただきまして、６番目の「平成

18 年４月から各区へ移行される事務等について」ということで、ご質問等が

ございましたらお願いします。 

 ２点、確認と質問でございます。ちょっとこれは私、聞き漏らしちゃったの

で申しわけないんですけれども、この清掃協議会は正式に廃止されるというふ

うに理解してよろしいかどうか、それが１つ目。 

 ２つ目に、ここにございますが、普通ごみ、道路・公園ごみの次に「しさ・

ふさ」というのがありますが、これは全く私はわかりません。「しさ」とか「ふ

さ」というのは何なのか教えてください。その２点です。 

 まず、清掃協議会の話なんですが、清掃協議会につきましては、大きくは許

可の事務と清掃協議会の、僕らはよく雇上車と言っているんですが、かなり歴

史的な経緯を持って23区内のごみを運搬していただいている業者さんですね。

そこの配車の事務、この２つを大きく扱って、そのほかに 23 区の連絡調整事

務等をやっていたわけですが、許可事務は完全に区に移管して、そのほかの連
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絡調整事務等もほとんどほかに分けてしまいました。 

 ただ、この雇上業者さんが区に移管されるときに、営業が続けられることと

いう条件で覚書を結んで、23 区の区長会の会長と知事とが覚書を結んで移っ

た経緯もありまして、そうは言っても、時代的には徐々に変えていかなきゃい

けないということで覚書の見直しを区長会ではするということでやっていたん

ですが、一部見直しました。資源物と粗大については協議会で契約するのでは

なくて、各区で契約できるようになったと。ただ、それは選択できるようになっ

たんですが、それを選ばないで、協議会でまだ続けてほしいという区もござい

ます。それから、それ以外の資源と粗大以外の一般の不燃ごみ、可燃ごみ等は

まだ雇上会社さんで運搬していただくというようなことで残っておりますので、

協議会はその事務を行う限りにおいて残るということでございます。 

 それから、しさ、ふさなんですが、私も現物を見ていないのでよくわからな

いんですが、下水等で処理をしていく中で、正常のごみくずといいますか、そ

ういったものが残るということで、これらをしさとかふさと呼ぶようでござい

ます。 

 ほかにございましたら……。 

 よろしいですか。では、次に移ります。７番目、「廃棄物処理手数料改定に

伴う関係団体への説明について」、それから、清掃管理課長のほうからサーマ

ルリサイクルについて補足的なご説明がございましたから、あわせてご質問、

ご意見がございましたらお願いします。 

 特にございませんでしょうか。 

 サーマルリサイクルの件なんですが、前回出たときに希望する区はあるので

すか、どこも希望しないのではないでしょうかというところで話がとまってい

たかと思うんです。今のお話ですと、18 年度から希望の区と、または望まし

い区で実施してみようという動きのようですが、杉並区の場合、希望する、し

ないということはどこでどのような形で話し合われて決まっていくのか。 

 それともう１つは、望ましい区というのがどこでどのような基準で決められ

て、例えば望まないのに割り振られてしまうというような心配もあるのではな

いかと思うんですが、どのように動いているか教えていただけたらと思うんで

すが。 

 まず、希望する区でございますけれども、まだ確定していないので、区の具

体名を挙げるのは差し控えさせていただきたいんですが、２～３区あるようで

ございます。杉並区も希望するかどうか今検討中でございます。 

 それと、この望ましい区という中で、条件がいろいろあるんですが、例えば

杉並区の清掃工場は一番古いので、データが早めにとれれば参考になるのでは

ないかと。それから、杉並区のごみと工場の関係は割合と区内で完結している

と。よその工場ですと、２～３区が持ち込んだりということがあるんですが、

杉並区は杉並区の中で集めて、杉並区の工場にだけ入れているので、割合完結

しているので実証データがとりやすいということもありまして、杉並区はでき
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ればやっていただけるものならばという話もございます。 

 そうしますと、どちらかと言えば手を挙げてというか、18 年度から採用し

ていくような方向で検討が進んでいると理解してよろしいんでしょうか。 

 これはまだ全くどうなるかはわからないんですが、そういうことを判断して

いこうということで、区の内部で検討組織というか、検討の場で検討するとい

うことにしております。それぞれにメリット、デメリットがございます。早め

にやればいろいろとデータがふえるということはあると思います。また、早く

やればそれだけ経験していないところのデータをとるということになるかと思

うので、後からやればデータのあるところをついていけるみたいなところもあ

ると思うので、そういったこともございます。ただ、20 年でやるということ

は決まっておりますので、それだったら少し早くでもデータをとってみるとい

うこともあろうかと思います。 

 今の関連の質問です。サーマルリサイクルになりますと、収集体制とか収集

日の大幅な変更というご説明がございましたけれども、仮に杉並が希望を積極

的にしなくても、モデル区としてやってほしいということになれば、その辺の

ことについてもやはり変更とかが必要になってくるわけですよね。ですから、

すぐ 18 年度なわけですけれども、もしそういう取り組みをすることになれば、

やはり早めに手を打って広報なり、そういうことをしていただかないと、住民

のほうの動きというのは、相当いろんなことがワーッと情報とかが盛り上がっ

てこないと動きにつながりませんので、ぜひ早めにやっていただきたいと思い

ます。 

 では、ご要望として承っておきます。 

 ほかにございますか。 

 では、ほかにございませんようでしたら、次に進ませていただきます。 

 ８番目が「一定規模以上の開発事業等の報告（緑化計画）について」、９番

目が「『都市のみどりを守る』フォーラムの開催と東京みどりの研究会の動向

について」、10 点目が「みどりの条例の改正と区民意見提出手続きの結果につ

いて」、以上、合わせて３件を緑化担当課長からお願いいたします。 

 それでは緑化担当のほうから、議題の８番、９番、10 番についてご報告い

たします。 

 その前に、本日席上配付をさせていただきました「みどりとひと」でござい

ますけれども、134 号と 135 号をつくりましたので、これもごらんいただきた

いと思います。みどりのボランティアの方々と一緒につくっておりますみどり

の新聞でございまして、134号はみどりのボランティアすぎなみの特集号になっ

ております。また、135 号のみどりの新聞は緑化行政特集号ということで、こ

のたびみどりの条例を改正いたしましたけれども、そこに規定いたしましたみ

どりのベルトづくり、あるいはみどりのリサイクルについての特集になってご

ざいますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、８番、一定規模以上の開発事業等の報告についてご報告いたしま
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す。これは、敷地面積が 3,000 平方メートルを超える建築計画に伴う緑化計画

でございまして、今回、２件ございます。いずれも区立小学校の改築工事にか

かわる緑化計画でございます。 

 まず最初に、「杉並区立高井戸小学校改築等併設仮称高井戸自転車駐車場建

設工事」でございます。案内図もございますが、所在地が高井戸西二丁目２番

１号でございます。 

 敷地面積が１万 864.25 平方メートル、建築面積が 4,145.04 平方メートル。

これに基づきまして、基準緑地面積が 1,086.43 平方メートルでございます。

これに対しまして、計画のほうが 2,723.57 平方メートル、屋上緑化、壁面緑

化を含んでございます。 

 それから、接道部緑化でございますけれども、お願いするのは 187.32 メー

トルでございまして、これに対して 240.30 メートルの接道部緑化が計画され

ました。植栽本数でございますけれども、高木が 54 本のところ 112 本、中木

が 363 本のところを 108 本、低木 1,087 本のところを 852 本、中低木がちょっ

と不足しておりますけれども、これは高木換算で一応基準を満たしております。

 緑化方針でございますけれども、記載のとおり、エコスクール化を目指して

いる学校でございまして、手法の１つである壁面緑化や屋上緑化を行い、躯体

の熱蓄積低減、周囲環境への熱の照り返し防止、都市景観の向上を図る、こう

いった考え方に基づいて設計されております。 

 高井戸小学校については以上でございます。 

 裏のほうに緑化計画図が載っておりまして、これを見ていただければと思い

ますけれども、南側の道路、環状８号線側の道路、ここがいわゆる接道部緑化

のところでございます。ここには駐車場が建設されるわけですけれども、聞き

ましたところ、収容台数が約 500 台ということでございました。 

 続きまして、「杉並区立方南小学校改築工事」でございます。所在地、方南

一丁目 52 番、環状７号線の東側でございます。敷地面積、１万 337.51 平方メー

トル、建築面積、4,107.33 平方メートル。これに基づきまして、基準緑地面

積が 315.56 平方メートルでございます。これに対しまして、計画緑地面積が

2,621.75 平方メートル、これも屋上壁面緑化を含んでございます。 

 接道部緑化につきましては、接道部分が 13.38 メートルと非常に狭いところ

でございまして、そういったところでこの接道部緑化部分につきましては、計

画緑地面積の中で見るということになってございます。 

 植栽本数でございますけれども、高木 16 本のところを 36 本、中木が 106 本

のところを 103 本、低木 316 本のところを 330 本、中木の不足分は高木で換算

するということでございます。 

なお、方南小学校につきましてもエコスクール化を目指しているところでご

ざいまして、考え方は先ほどの高井戸小学校と同様でございます。方南小学校

にはむさし野の森がございますけれども、こういったものもできるだけ残して、

緑豊かな学校づくりを目指すということでございました。 
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 緑化計画の報告については以上でございます。 

 続きまして、９番、「都市のみどりを守る」フォーラムの開催と東京みどり

の研究会の動向についてご報告いたします。 

 まず、フォーラムのほうでございますけれども、第２回「都市のみどりを守

る」フォーラムの開催でございます。これは第１回目が平成 16 年の夏でござ

いました。柏の宮公園が開園する前に、本審議会にもいらっしゃいますＦ委員

にも演壇に上がっていただきまして、いろいろフォーラムをしていただいたと

いうことでございまして、それに続きまして第２回のフォーラムを今回は練馬

区でやるということでございます。 

 日時が平成 18 年４月１日土曜日、午後２時から、場所が練馬区大泉町１－

６、清水山憩いの森でございます。ここは 23 区唯一のカタクリの自生地が残っ

ていると言われておりまして、ちょうど花の咲く４月１日ごろに開催するとい

うことで日時が設定されたものでございます。 

 出演者でございますけれども、国土交通省から来賓として高梨官房審議官、

東京都からは同じく来賓として都市整備局の成田都市基盤部長、杉並区からは

山田区長、中野区からは田中区長、武蔵野市、邑上市長、三鷹市からは清原市

長、練馬区、志村区長ということでございます。なお、司会（コーディネーター）

は第１回目と同じく、杉並区にお住まいの松田輝雄様でございます。 

 次に、２番、東京みどりの研究会の動向でございますけれども、第１回目の

みどりのフォーラムの中でお話し合いがされまして、立ち上がった東京みどり

の研究会でございまして、参加者はこの第１回目の出演者関係の国土交通省、

東京都、大田区、世田谷区、中野区、板橋区、練馬区、武蔵野市、三鷹市、杉

並区の担当職員でございます。 

 少しおくれたんですけれども、第１回目を平成 17 年 11 月 18 日に行いまし

た。東京みどりの研究会の趣旨説明やら、各区市のみどりの課題、施策の適用

状況などについてお話し合いをしたということでございます。 

 第２回の研究会を平成 18 年１月 26 日に行いました。みどりの保全施策の研

究、討議ということで具体的なお話し合いが始まったわけでございます。そう

いった中で、一応現場も見たいということで、３月 17 日に練馬区の屋敷林、

杉並区の屋敷林をみんなで視察をしました。杉並区の場合は、南荻窪二丁目の

宇田川さんのところの屋敷林、阿佐谷北の相沢さんのいわゆるケヤキ屋敷を見

せていただきまして、所有者の方からいろいろ苦労話等も伺うことができたと

いうことでございます。 

 それを受けて、今後の予定でございますけれども、３月 29 日に第３回の東

京みどりの研究会を行う予定でございます。このことについては以上でござい

ます。 

 続きまして、10 番、みどりの条例の改正と区民意見提出手続きの結果につ

いてご報告いたします。資料に基づいてお話をしたいと思いますけれども、ま

ず１番、杉並区みどりの条例でございます。これは別紙資料１がついていると



 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

思いますけれども、ここに杉並区みどりの条例ということで、新しい条例が書

かれております。 

 この条例は、みどりの条例見直し検討委員会報告書を尊重し、みどりの定義

を拡大するとともに、協働の時代にあって、区民が主体となって緑化に取り組

むことを打ち出したことが特徴になってございます。 

 第１章第１条から第５章第 26 条までございます。この条例の施行なんです

けれども、３カ月間の周知期間を経て、平成 18 年７月１日から施行すること

になってございます。以下、ちょっと簡単に内容の説明をしたいと思います。

かいつまんでやります。 

 第２条をごらんいただきたいと思いますけれども、まず、みどりの定義を新

しくしております。今までのように、樹木、樹林、生け垣、草地ということで

はなくて、やっぱり区民生活に密接にかかわっているみどりというのはもっと

幅広い、面的なものであるということから、「『みどり』とは、樹木その他の

植物並びに動植物の生息又は生育の基盤である土及び水等の要素と一体となっ

て自然環境を形成している土地をいう。」ということになってございます。 

 それから、第３条に「参画及び協働」を規定しております。特に２項のほう

には、「区及び区民等は、みどりに関する課題の解決を図り、区民等が共にみ

どりの恵みを享受するため、相互に協力してみどりの保全及び育成に取り組ま

なければならない。」といったことを規定しております。 

 それから、この条例の特徴といいましょうか、第４条に「区の責務」を書い

てございますけれども、ここに具体的に都市緑地法の中に規定してあるいろん

な制度、例えば特別緑地保全地区、緑化地域、緑地協定、市民緑地及び緑化施

設整備計画等に係る施策その他あらゆる施策を通じて積極的に推進するという

ことを具体的に書いております。 

 それから、第７条に「基本計画の策定及び調査」ということで、都市緑地法

に規定されたみどりの基本計画を条例にも規定いたしました。また、５年に１

回行うみどりの実態調査につきましてもここに規定いたしました。２項には、

そういったことを策定する場合は、「杉並区の環境清掃審議会の意見を聴くも

のとする。」ということで、本審議会との連携をここに規定しております。 

 それから、第 10 条をごらんいただければと思いますけれども、ここに保護

樹木のことを規定したり、２項には貴重木のことを規定しております。 

 また、第 11 条は「所有者の義務」ということで、例えば枯れたら届けてい

ただくとか、そういったようなお願いを定めています。 

 それから、第 13 条でございますけれども、保護指定の解除について現行を

変えております。「保護樹木等について滅失、枯死等によりその指定の理由が

消滅したとき」、あるいは「公益上の理由その他特別な理由があるとき」には、

区のほうから解除ができるように規定をしております。今までこの規定がなかっ

たものですから、枯れた木があったとしても、所有者の方から届け出がない場

合は指定の解除ができなかったというような不都合もございましたので、この
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辺を改めております。 

 それから、第 15 条でございますけれども、「適正な管理」ということで、樹

木をお持ちの方は整枝、剪定等、適正な管理に努めるということをお願いして

おります。 

 それから、第３章「みどりの育成」ということで、第 16 条に「みどりのベ

ルト」ということを規定いたしました。みんなでみどりのベルトをつくりましょ

うということで、１項につきましては公共施設の緑化基準を整備して、公共施

設の緑化を進めていくと。２項につきましては、区民の方が生け垣をつくった

り屋上緑化等をする場合は、区のほうから助成をしますといった規定でござい

ます。 

 それから、第 17 条に行きますけれども、「緑化計画書の届出等」ということ

で、具体的に緑化計画をお願いすることをここに規定しております。それで、

今までは緑化計画の対象が敷地200平方メートル以上の方にお願いしておりま

したけれども、200 平方メートル未満の方につきましても、こういった緑化計

画というのはみどりの普及啓発にもなるということで、すべての方に一応計画

書を出していただくことにしました。そこで、簡易な、簡単な計画書を今検討

しているところでございます。 

 ３項には緑化委託金の納入ということで、どうしても緑化基準に満たない場

合は、屋上緑化、壁面緑化をお願いしますけれども、それでもなおかつ足らな

い場合は、緑化委託金というお金でかえることができるという規定もしており

ます。 

 それから、第 20 条でございますけれども、「落葉等の循環的利用」というこ

とで、みどりのリサイクルについての規定をしました。 

 それから、第 22 条でございます。「区民管理協定」ということで、これは例

えば屋敷林等の民有のみどりにつきましても、例えばボランティア団体が自分

たちも何か協力して屋敷林を守っていきたいというような申し出があった場合、

所有者とボランティア団体と区の３者がそういった管理協定を結ぶことができ

ることにしております。 

 それから、第 23 条につきましても、その他の協定ができるようにしており

ます。23 条の１項は２者協定、区と区民の方、２項については区民同士で緑

地協定等を結ぶような場合、こういった 23 条の規定に基づいて行うというこ

とでございます。 

 それから、第 24 条で「地区の指定」という制度ができました。例えばみど

りのベルトづくりを推進していくわけでございますけれども、そのモデル地区

を指定したり、あるいは貴重な動植物等が多い地区を（仮称）自然保全地区と

いうような地区が指定できるようにしております。 

 本当に大ざっぱな説明でございましたけれども、そのような内容のみどりの

条例でございます。 

 それから、後半の区民意見提出手続きの実施概要でございますけれども、記
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載のとおりでございます。全体で 20 名、36 件のご意見をいただきました。やっ

ぱり多かったのは、条例改正全般についてが４件、樹木等の保護施策の充実が

５件、緑化計画の見直しについてが７件、その他 17 件ということで、それ以

外は案について特に意見はございませんでした。こういったものを参考にしな

がら、みどりの条例の改正を図ったわけでございます。 

 区の考え方、それから条例への反映状況については、この別紙資料２のほう

に書いてございますので、これも後ほどごらんいただければと思います。 

 私のほうからは以上でございます。 

 では、８番目の「一定規模以上の開発事業等の報告について」、最初に高井

戸小学校関係でご質問等ございましたらお願いします。 

 よろしゅうございますか。 

 では、２番目の方南小学校関係。 

 よろしゅうございますか。では、次に進ませていただきまして、９番目の「『都

市のみどりを守る』フォーラムの開催と東京みどりの研究会の動向について」

ということで、予告と経過説明がありました。よろしゅうございますか。 

 東京みどりの研究会の中身について、また機会があったらお願いします。 

 10 番目の「みどりの条例改正と区民意見提出手続きの結果について」とい

うことのご説明がございました。みどりの条例関係でございますけれども、何

かございますでしょうか。 

 条例の「適正な管理」のところで、みどりの所有者である者の義務といいま

すか、努力事項が書いてありますね。これはこういうことが必要だろうと思う

わけですけれども、区民意見の中にも、木があって、落ち葉があって、日影に

なって非常に迷惑だとか、そんなような意見もありますよね。都市などでは一

番狭いところに木があったり、屋根に落ちてきたりということがあって、こう

いう意見になっていると思うんですけれども、みんなみどりは欲しい、自然は

欲しいと言いながら、虫は嫌です、落ち葉は嫌ですというのが一般的な意見と

いいますか、思いだと思うんです。やはりみどりと共存するということは、落

ち葉も受容するということなんですよね。それがこの中に入っているかどうか、

ちゃんと読み込んでいないのでわからないんですけれども、そういうものは非

常に必要なことですし、行政だけが言っていくことではないと思いますけれど

も、そういうことをいろんなところであわせて呼びかけていくこともとても大

切だと思います。 

 どうもありがとうございました。確かにおっしゃるように、樹木を守ってい

くためには、所有者の努力もさることながら、例えばお隣の方の協力が非常に

重要というか大事な話でございまして、お隣の協力がない場合は非常に厳しい

状況になります。そういったことで、委員もおっしゃいましたけれども、この

第 15 条の「適正な管理」で所有者の方にこういったことをお願いしますと言

うとともに、第３条の「参画及び協働」のところで、さっき簡単に説明しまし

たけれども、第３条２項の「区及び区民等は、みどりに関する課題の解決を図
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り」のところでこのことに気持ちを込めているんですけれども、みどりに関す

る課題の解決を図って、ともにみどりの恵みを享受するため、相互に協力して

取り組まなければならないということで、ちょっと場所は離れておりますけれ

ども、こういったところにお願いの気持ち、周りの方にご協力のお願いをして

いるというところでございます。 

 ほかにございますか。 

 よろしいですか。大変立派な条例をつくっていただきまして、ご苦労さまで

した。また、委員長、副委員長には都市環境委員会で大変お世話になりまして、

ありがとうございました。 

 私から１点だけ確認したいんですが、屋敷林の保全などに関係するいろんな

地区計画との関係が制度上どうしても必要になってきて、地区計画の条例改定

が同時になされなければいけなかったと思うんですが、その辺はどういうこと

になっているんですか。この区民の意見の中にも若干出てくるわけです。 

 いわゆる地区計画の活用のお話だと思うんですけれども、この第４条に都市

緑地法の制度をずらずらっと書いてございます。実はここのところに地区計画

の緑化率規制条例みたいなものも書き込もうかなとも思ったんですけれども、

何か条例、条例という形になりますので、あえて「等」の中に入れてしまった

ということがございます。 

 今後、都市緑地法の中にそういった地区計画の制度を活用するといった新し

い制度もできましたので、例えば地区計画を定め、その中の関係する建築条例

みたいなものがあれば、それも部分的に改正をして、そういった地区計画の中

でみどりを守っていく、ふやしていく、そういったことはできるということで

ございます。 

 そうすると、これは本当にだれも読めないんだけれども、この条例の「等」

の中に入っているという、それを強調しなきゃいけないわけで、それをあぶり

出してみるということは、要綱とか、何かほかの施行の規則とか、どこかに書

いてあると余計わかりやすいですよね。普通の人は絶対読めないですものね。

 私も地区計画の活用については十分理解してはいないんですけれども、例え

ば地区計画を定めますよね。地区計画の中で保全すべきみどりについての規定

をする中で、例えば緑化率規制を行うとかいうような一言を入れれば、その地

区計画の中で緑化率規制もできると考えております。この制度はまだ新しくて、

例えば港区と三鷹市が活用したということは聞いております。そちらのほうの

話を聞きますと、そういったようなやり方でされていると聞きました。 

 三鷹は同時並行的に地区計画の改定をやったんですね。 

 ほかにございますでしょうか。 

 私、ご質問したことがあるんですけれども、みどりの緊急フォーラムという

のは、最初にやったのが平成 16 年の８月だと思いました。そのとき私は 30 分

ぐらいお話をさせていただいたんですけれども、屋敷林があるところは非常に

高額な固定資産税が取られると。あのときたしか一般住民も 700～800 人来た
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と思うんですよ。小規模住宅というのは 60 坪以下だったら、固定資産税が宅

地並み課税の大体６分の１だと思うんですね。60 坪以上ある方は宅地並み課

税と言って、大きな木の生えている屋敷林は宅地並み課税を取られているんだ

と。 

 それから、もと畑に植木なんかを植えているところは 1,000 分の１なんです

よね。私は都の緑化推進委員もやっていますから、都で調べたんです。そうし

たら、そのとき来た 500～600 人の人がびっくりして、えーっという声が出た

んです。それから、東大の名誉教授の先生が２人、３人、うちに木を見に来た

んですけれども、それに対してこの条例には、自分のことを言ってもおかしい

ですけれども、木の植わっているところが 2,000 平米あるんですね。それは区

役所がはかっているんだから。それで、年間、補助金を 12 万ちょうだいして

いるわけです。それはそれからまた国税の所得税を取られちゃうんですよ。そ

れはいいんですけれども、何とか生産緑地というのは、畑のところに栗の木を

植えたり、桃の木を植えたり、柿を植えたり、それから植木を植えれば固定資

産税が 1,000 分の１なんです。それは皆さん、行政の方は十分ご承知だと思う

んですよ。どんどん木は１本、２本と切っちゃうんですよ。屋敷林の木を切っ

て、税金を払うためにマンションを建てたり、駐車場にしたりということでご

ざいますね。 

 それから、この前と同じことを申し上げるんですけれども、うちのほうの区

域も下井草地域ですけれども、戦前引っ越してきた人は 70 年、80 年いらっしゃ

るわけです。それで、親が亡くなって相続税が発生しますと、今、物納にする

場合は更地にしなきゃいけない。全部木を切っちゃうんですよ。どんどん木が

なくなるんです。それと固定資産税のことをもうちょっと考えていただければ、

大きな大木も残るんじゃないかなと思うんです。この条例は私は全部目を通し

ていないんですけれども、そのことはどこかにうたってありますか。屋敷林の

固定資産税を何とかするということは。ないでしょう。 

 条例の中には規定はしておりません。 

 これをやらなきゃだめですよ。幾らあっても、木がみんな切られちゃいます

よ。そんなことですよ。 

 この条例とは直接関係ないんですけれども、先ほどご報告しました東京みど

りの研究会のメンバーの中に東京都も入っておりますので、今、国、東京都を

交えてみんなで勉強会をしておりまして、そういった中でＦ委員がおっしゃっ

た税金の問題と落ち葉の問題、この２つが非常に大きくて、これを解決できれ

ば何とか残せるんじゃないかというご意見を受けていますというお話はよくし

ております。少しずつ話し合いを進めて、みんなで共通認識を持って、改めて

またお願いしていきたいと考えております。 

 それから１点、非常に私どもも便利になったということは、おととしは屋敷

林の落ち葉、12 月６日以降は清掃の方が持っていかなかったんですね。昨年

はとても私どもは感謝しているんですけれども、電話をかければ小型のトラッ
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クで、うちはたしか 10 回ぐらい来ていただいたんじゃないですか。去年はと

ても助かりました。燃せばダイオキシンが出るとか。以前は幼稚園とか小学校

の生徒が取りに来て、ヤキイモをやるからくださいということでしたけれども、

今は木の葉もダイオキシンが出るから、どこもそういう人はいないんですよ。

去年はちょっとたまるとすぐ取りに来ていただいて、大変助かりました。課長

さん、そこにおりますけれども、ありがとうございました。 

 今、固定資産税のお話が出たんですが、この条例ですと、第４条にいろいろ

都市緑地法の関係の地区、地域というのが書いてあるわけですね。例えば特別

緑地保全地区であるとか、次の行の緑化施設整備計画とか、こういう網といい

ますか、一応制度絡みで固定資産税の減免とかいうものは法律で明記されてい

ますから、受けることができるわけです。ただ、こういった制度に対してのご

協力を仰がないと、そういう優遇措置は受けられないということですね。かな

り強力なもので、「積極的に推進しなければならない」というこの文章を国の

お役人も見まして、きついねと言っていましたから。 

 それでも、もと畑のところに植木を植えれば1,000分の１ということはちょっ

とおかしいんじゃないですか。よく私どもその話をすると、固定資産税は都税

だと言うけれども、杉並区に半分以上戻ってくるんですよ。区議会議員の先生

もここにいらっしゃいますけれども、戻りが 50 何％、私は都ので調べたんで

すから。だから、一般の人に言うと、固定資産税というのは都税だから杉並に

は関係ないんだとよく言われますけれども、半分以上戻ってくるんですよね。

 じゃ、ありがとうございました。 

 では、最後に「東京外かく環状道路（外環）について」という随分重い報告

の名前があります。どうぞ事務局からご説明をお願いします。 

 東京外かく環状道路について、私からは１の外環の概要について説明させて

いただきます。 

 外環でございますけれども、皆さんご承知のとおり、都心からほぼ 15 キロ

メートルの圏域を結ぶ総延長 85 キロメートルの環状道路でございます。資料

１の２ぺージの下の部分をごらんになっていただきたいと思うんですけれども、

そこに外環の図面が載っております。この中で赤い点線の部分が今計画の具体

化が進んでいる部分で、関越道の大泉ジャンクションから東名高速のジャンク

ションまで約 16 キロの区間が今計画の具体化が進んでいるということでござ

います。 

 この外環なんですけれども、首都圏から地方へ延びる高速道路、例えば東名

だとか、関越だとか、そういった放射状の道路は整備されておりますけれども、

都心にどうしても交通が集中すると。環状方向の道路の整備が十分行われてい

ないということで、今整備が求められている状況がございます。環状道路の役

割というのは、都心に用のない交通をバイパスさせる機能を持っているという

ことでございます。 

 杉並区における計画の概要でございますけれども、またこの表紙を見ていた
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だきたいと思うんですが、都市計画決定については昭和 41 年７月 30 日、都市

計画は２つございます。１つは都市高速道路外郭環状線、高速道路の部分です

ね。高架となっていて、幅員は 23 メートル。あと、地上にその幹線道路がご

ざいます。幹線街路外郭環状の２、いわゆる外環の２と言われている部分で、

幅員が 40 メートルから 58 メートルございます。計画延長等は記載のとおりで

ございます。 

 こういった計画が昭和 41 年にされたということで、次に、現在までの経緯

について説明させていただきます。これについては、昭和 41 年７月に都市計

画決定がなされました。その後、沿線の住民の方々から反対運動が起こりまし

て、昭和 45 年 10 月に当時の建設大臣が「地元と話し得る条件が整うまでは強

行すべきではない」と、いわゆる凍結の宣言がなされ、その後、30 年以上凍

結されたままでございました。その後、平成 13 年４月に国と東京都より現計

画、高架の計画を地下構造に変更するという東京外かく環状道路の計画のたた

き台が公表され、その後、平成 15 年１月と３月に「東京外かく環状道路に関

する方針」が公表されております。 

 これを受けて、平成 15 年６月に「青梅街道ＩＣに係る杉並区の方針」が出

されました。これは簡単に申し上げますと、青梅街道インターチェンジの設置

については区としては反対であるということでございます。その後、15 年７

月に環境影響評価方法書の公告縦覧、平成 16 年１月に沿線の環境調査を開始、

17 年５月に環境の現地観測結果の公表がされております。 

 17 年９月に計画の具体化に向けての国等の考え方が公表されております。

これは資料２になります。ちょっと厚手の紙の１枚紙でございますけれども、

資料２をごらんになっていただきたいと思います。 

 ちょっと読み上げるような形で説明させていただきます。前文の２段目の段

落で、「今般、これまでの検討を踏まえ、外環の整備による首都圏の交通渋滞

や環境の改善、経済効果、都市再生に果たす役割等から、沿線地域をはじめ首

都圏全体として、外環の必要性は高いと判断し、計画の具体化に向けた考え方

をとりまとめた。」ということで、一番大事なところはインターチェンジでご

ざいますけれども、都市計画上は５つのインターチェンジがございましたが、

周辺の交通状況や利便性、地元の意向等を踏まえて、この３つのインターチェ

ンジ、目白通り、青梅街道、東八道路の３カ所のインターチェンジを設置し、

残りの２カ所については設置しないという案となっております。 

 ちょっとまたこの裏をごらんになっていただきたいと思うんですけれども、

図面が載っております。一番左が東名ジャンクション、一番右側が関越道の大

泉ジャンクション、この間を地下にするということで、真ん中に図面がござい

ますけれども、縦断イメージ、本線が地下の中を走って、中央ジャンクション、

東八道路インターチェンジのところと青梅街道インターチェンジのところは地

上に出るランプがつくと。青梅街道インターチェンジについては、練馬区内に

あるだけのハーフインターチェンジになってしまったということで、関越方向
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の乗りおりはできますけれども、東名方向の乗りおりはできないというハーフ

インターチェンジになっております。 

 若干補足をさせていただきたいと思うんですけれども、資料３をごらんになっ

ていただきたいと思います。今までの経緯の概要について説明させていただき

ましたが、現段階、どの段階にあるかといいますと、構想段階が平成 17 年９

月に終わりまして、計画段階に進んでおります。今の段階は計画の具体化と環

境への影響の予測、保全措置の検討を国と東京都が進めているという段階でご

ざいます。 

 この後、環境課のほうから説明があると思いますけれども、18 年２月に東

京外かく環状道路、環境への影響と保全対策というのが公表されました。その

ベースになっている図面なんですけれども、資料５をごらんになっていただき

たいと思います。 

 環境への影響と保全の対策のもとになっている図面がこの３枚の図面でござ

います。立教女学院のところから、シールドトンネルということで、大深度地

下を利用して立教女学院の下を通りまして、次のぺージをごらんになっていた

だきたいと思います。武蔵野市の地下をずうっと進みまして、杉並区内では東

京女子大の近く、善福寺地区を通ると。また次のぺージをごらんになっていた

だきたいと思います。杉並区の善福寺地区の地下から、青梅街道を過ぎたとこ

ろから地上の部分が出てきます。地上のインターチェンジの部分が出てきます。

⑧－⑧というところで断面図が左上に載っておりますけれども、下の部分に丸

くシールドが２つあって、外環の本線が２つあります。上の部分にインターチェ

ンジのＯＮランプ、インターチェンジのＯＦＦランプ、両脇には連結の併設道

路がございます。これが外環の計画概念図でございます。 

 簡単ではございましたが、以上で外環の概要について説明を終わらせていた

だきたいと思います。 

 続きまして、環境への影響と保全対策についてご説明申し上げます。 

 資料の３でございます。今、調整担当課長のほうからご説明がありましたけ

れども、この中で「現在はこの段階です」というマークがついていると思うん

ですが、環境影響評価につきましては、先ほどの説明の中にもございましたけ

れども、平成 15 年に環境影響評価の方法書が出されております。それに対し

まして、平成 15 年 10 月、杉並区長から意見書の提出という形で、この審議会

のご意見もいただきまして、意見書を提出してございます。その後、環境の現

地調査がありまして、今現在、この環境への影響の予測、保全措置の検討の調

査書が出されたところでございます。その後、環境影響評価の準備書、評価書

という形で進んでいくものと考えております。 

 資料の４でございますけれども、これは国交省並びに東京都のほうから示さ

れたもので、私どももまだ詳しい説明を受けているわけではございませんので、

一応この中で整理されているものについて、どういった形で整理されているか

ということだけご説明したいと思います。 
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 まず、８ぺージをお開きいただきたいと存じます。「環境保全の基本的な考

え方」ということで、ここにいろいろとイラストも入ってございますけれども、

こういった考え方で整理されているものでございます。大深度地下を使う、環

境施設帯を使う、周辺環境に調和した計画としていく、事業実施の段階でもモ

ニタリングを実施する、最新の技術開発の適用を考えていくということでござ

います。 

 それから、９ぺージからでございますけれども、ここは大気質についての調

査だと思います。９ぺージのところが自動車の走行にかかわる影響でございま

す。 

 その次の 11 ぺージでございますけれども、これは換気所、空気を取り入れ

る換気口ですけれども、換気所を設置した場合の影響について説明がなされて

ございます。 

 15 ぺージになりますと、ここから騒音についての説明が記載されてござい

ます。15 ぺージは自動車の走行にかかわる騒音の影響でございます。 

 その次、17 ぺージは、換気所を共用した場合の騒音の影響について説明を

したものでございます。 

 21 ぺージ、ここから振動についての説明になってございます。21 ぺージが

自動車の走行の影響についての調査でございます。 

 22 ぺージでございますけれども、ここに換気所を共用した場合の結果が記

載してございます。これはちょっと細かく説明していると時間がないものです

から、一応全部見ていきますと、二酸化窒素、ＳＰＭ（浮遊粒子状物質）、騒

音、振動、すべて環境基準以下という形で予測されているものでございます。

 それから、25 ぺージからですけれども、ここから工事中の影響ということ

になります。大気、騒音、振動の影響が 25 ぺージから記載してございます。

粉じん、二酸化窒素、ＳＰＭ、騒音、振動、すべて基準値以下と予想されてい

るものでございます。 

 33 ぺージ、ここは低周波音についての予測がされてございます。これは参

考値がございますけれども、予測では参考値を下回るという結果になっている

ものでございます。 

 35 ぺージ、その次のぺージですけれども、ここに水循環、地下水位への影

響の予測がされてございます。この中でちょっと地図が記載してございますけ

れども、浅層地下水と深層地下水の影響を見ています。この地図で、左の地図

のほうが浅層地下水への影響、右側が深層地下水への影響ということで、ここ

に色が、例えば浅層地下水のほうですと黄色くなっているところが水位の変化

があるところでございます。水位の変化量が左側に記載してございますけれど

も、若干の水位の変化があると。それから、深層地下水の場合も一部そういっ

たところがございます。これは環境保全対策を実施しますと、影響がほとんど

なくなっているというふうに見るものでございます。 

 実際にその保全対策がどういうものかというのが 37 ぺージに記載してござ



 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

環境課長 

います。これは主に浅層地下水の部分ですけれども、こういった形で地下水の

流動保全施設帯、通水部のようなものをつくるといったイメージでございます。

特に青梅街道インターチェンジ周辺というところが一番左下にありますけれど

も、幅１メートルの集水・涵養部を設置した場合、40 メートルごとにこういっ

たものをやるといったイメージになりますと、先ほどのように影響がなくなる

という予測になってございます。 

 それから、動植物生態系については 39 ぺージでございます。ここに動物、

植物についての予測がされているものでございます。 

 その次の 41 ぺージは景観に対する影響で、実際のイメージ図をつけてござ

います。42 ぺージの一番左下が青梅街道インターチェンジ周辺ということで、

この換気塔がにょきっと出ていますけれども、こんなような形になるというも

のでございます。 

 43 ぺージが地質及び地形に対する影響ということですが、みどりへの影響

などもこちらのほうで予測されているものでございます。 

 44 ぺージですけれども、ここに日照阻害、電波障害、緑の量への影響とい

うものが記載されてございます。ちょっと詳細についてはごらんになっていた

だきたいと思います。 

 今後の予定なんですけれども、国交省並びに東京都のほうの説明では、年内

には環境影響評価の準備書を作成しまして、関係区市町から意見を求めると申

してございます。そのため、その段階で当審議会に諮問などをするような形を

とりまして、区長あてに意見をいただくような手続きになるかと思いますので、

まだ時間がございますけれども、よろしくお願い申し上げます。 

 したがいまして、この資料はその前段階のものと考えてございまして、私ど

もで詳しい説明はできませんけれども、もしご質問等があれば、ファクスやメー

ル等でも結構でございますので、環境課あて、あるいは直接、外環の道路調査

事務所というのがございますので、そちらでも結構だという話ですので、そち

らのほうにお問い合わせいただいてもよろしいかと思います。また、環境課の

ほうにいただければ、東京都あるいは国交省のほうに投げかけてみたいと考え

てございます。 

 それで、この外環にかかわる意見を聞く会というのがございまして、実は本

日ですけれども、夜の６時から８時半までということで、西荻の地域区民セン

ターで実施することになってございます。ここに国交省の担当が来て説明して

いただけると思いますので、関心のある方はそちらにもご参加いただければと

思います。よろしくお願いいたします。 

 じゃ、きょうはこれを持ち帰って、各委員の方々は読んでくださいと。さっ

きの資料３のところにも「ご意見をお聴きします」というのが今の段階のとこ

ろに書いてあるんですけれども、これは今課長が言われたように、国交省の事

務所のほうに意見をしろということなんですか。 

 先ほど申し上げましたように、本日、説明会もございますので、そちらでも



 34

 

 

 

会長 

 

 

 

 

Ｍ委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

直接話が聞けるかと思うんですが、問い合わせ先がこの資料１の冊子の一番後

ろのところに記載してございますので、こちらに聞くのが一番正確な答えが返っ

てくるのだろうと考えております。 

 じゃ、きょう資料をお配りになった動機というのは、各自勉強しろというこ

とと、次の段階で何かいろいろ出てきたときには、公式に皆さん方からご意見

をいただいたものをまとめて出さなきゃいけない。そういうチャンスは当然あ

るわけですよね。 

 では、皆さん方のご意見をちょっとちょうだいして。 

 地元でずっとこの問題にはかかわっているものですから、皆さんの予備の知

識となるようなことを、本当は細かいこともいろいろ言われているんですが、

一番大きなことをまず申し上げたいと思うんです。 

 この一番最初に概要というので書いてありますように、昭和 41 年に決定さ

れたものが①と②で２つあるんです。都市計画決定、①は高速道路、②は幹線

街路となっているんですが、おわかりいただけるでしょうか。それで、ここで

も取り上げられているのは高速道路の部分でして、それが地下になるというこ

とで今まで話をされていたんですが、結局、②のほうも実は生きているという

ことが最近になって表に出てきました。地下にするのは地上に影響を与えない

ためだという説だったんですが、それはそれとして地下につくりますが、地上

にも幅 40 メートルの道路は都道としてつくる計画でおりますという話が現在

進んでいます。信じられないことなんですが、結局、地下と地上に道路をつく

るということが話されていますので、影響評価は分離して話を持ってきていま

すけれども、そのことを頭に入れて、この道路の計画が進んでいるということ

はよく考えていただかないと、環境の変化という点では大きく差が出てくると

思います。 

 それからもう１つは、ここに大変立派なまとめが出てきているんですが、こ

れの方法書というのが３年前に出まして、ここで答申をしたと思うんです。そ

のときに委員だった方はご存じかと思うんですが、後からになりました私など

もそうですが、そのときに出された図面、このような道路をつくりますという

図面なんですが、路線図としてはここで出されましたこの３枚の非常に明確な

路線があるんです。ところが、地下の図といいますのは、この紙に書いてあり

ますように、ちょっとメモ用紙にササッと書いたような図面しか出されていな

くて、これで環境影響評価の最初の方法書というのが問われて、もうその手順

に乗って、この次の準備書というのが問われるようになりますので、この問題

に関心を寄せている者の中では、そもそもこのアセスメント自体がきちんとし

た地下の図面を出していないので、有効性が疑わしいというところから問題に

しているということはよくご理解いただいて、検討いただきたいと思います。

 ひとまずこのことだけは頭に入れておいていただきたいと思って、ちょっと

お伝えいたしました。 

 ほかにございますか。 
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 よくニュースで外環、外環と言われていて、私も細かくわかりませんでした

けれども、今お話がありましたものですと、地下のこれについてのものとおっ

しゃいましたよね、この環境影響評価とか。その上にもう１つ幅 40 メートル

の道路ができるというのはここの中には何もないですよね。そういうのはどこ

でどうやって知ることができるんでしょうか。 

 まず、詳しく説明しますと、最初にまとめの「現在までの経緯の概要」の中

で、平成15年１月と平成15年３月に国が方針を出したんですね。それはちょっ

ときょうはつけておりませんけれども、その最初の方針の中で、15 年の３月

に国と東京都とが出した方針の中では、外環の２についてはこういう書き方を

しています。「地元において地上整備の方向が定まった場合、大深度区間であっ

ても、地元の意向を踏まえながらその整備を支援していくものとする」と。な

お、青梅街道から目白通りについては、地元の意向を踏まえながら地上部街路

の設置を検討するということで、15 年３月の方針では、練馬区の区間につい

ては地上部街路については設置するということをはっきり言っておりまして、

杉並に絡む部分については地元の意向を踏まえながら整備を支援していくとい

うような表現でしたね。 

 それが今度の計画の具体化に向けての考え方の中では、外環の２については

全然もう書かれていないんですよ。何度か西荻地域区民センターで外環に関す

る説明会があったんですけれども、そのときに東京都はこういうパンフレット

を配ったんですね。「外環の地上部について」というパンフレット。その中で

は、東京都では改めて現在の都市計画の内容を地域の皆さんにお示しし、高速

道路の外環を地下化した場合の地上部の取り扱いについては、今後、皆さんの

意見を聞きながら具体的な検討を進めてまいりますということなんですけれど

も、現時点でうちのほうで「どうなっているんですか」という問い合わせをし

たところ、現段階ではまだ検討を進めていると。具体的なものはまだ固まって

いないというような状況でございました。 

 ただ、ちょっと説明が長くなるんですけれども、この「環境への影響と保全

対策」では外環の２についてはあるものとして、外環の２があったほうが環境

に対する影響が大きいので、これでは外環の２があるという前提で影響と保全

対策を検討しているという話は聞いております。以上です。 

 失礼しました。外環の２ではなくて、青梅街道インターチェンジの連結路、

その部分の影響についてはこの環境影響評価の中でカウントしているというよ

うな話です。 

 ちょっと私もどこがどうなっているのか、この地図だけではよくわかりませ

んし、全体像とか、この１と２の関連とか、影響評価も両方が相乗的に、例え

ば地下水ですとか、動植物、大気、騒音ですとか、１つだけと全然違いますよ

ね。素人考えで言っても、多分違うのではないかと思うんです。そういう全体

を知りたいと思ったときには、どこでどういうふうに資料を手に入れられるん

でしょうか。見るんでしょうか。 



 36

 

 

 

 

 

 

 

調整担当課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

環境課長 

 

 

 

 

Ｍ委員 

 

 

 

 

環境課長 

 

 

 

 

 

 

 

Ｍ委員 

 

 

 といいますのは、ここの審議会のご意見もいただきたいということがありま

したし、杉並の審議会としてきちっと責任を持って意見を述べるということに

なれば、多分生活的にもいろんな点にすごく大きな影響があるものですから、

わからないで意見を述べるということはやはりできないのではないかと私は思っ

ております。本当に細かいところまでとは言わなくても、ある程度の全体像、

これからどういうことが行われていくかということをまず知りたいという非常

に単純なことなんですけれども、それについていかがでしょうか。 

 この「環境への影響と保全対策」がなぜ出てきたかという話で説明したいん

ですけれども、国と東京都の説明ですと、今まで意見を聞く会を何度かしたと。

その際、住民の方々から具体的な環境への影響と保全対策はどう考えているか

という質問がかなり出たわけなんです。それに答えるためにこういった資料を

つくったと聞いております。ただ、これは先ほど環境課長が説明したとおり、

環境影響評価そのものではございませんから、環境アセスとは別のものですか

ら、当然、環境アセスの段階では都市計画の変更の案と環境アセスが同時に出

てくると。それを見ていただいて判断していただくという形になるかと思いま

す。 

 どこが保有していて、どこへ行けばそれが入手というか、聞けるかという単

純なご質問なんですがね。 

 済みません。一応先ほども申し上げましたけれども、この資料１の一番後ろ

に問い合わせ先が記載してございます。この中に外環調査事務所というのがご

ざいまして、こちらが所管しているものです。今回の資料の４ですけれども、

「環境への影響と保全対策」についてのバックデータについても、すべてここ

で見せてくれることになってございます。 

 もう１つ質問なんですが、今、環境アセスではないというふうにおっしゃっ

たかと思うんですけれども、例えば方法書がもう縦覧されて、区長からも意見

書が提出されて、次に準備書がまた要求されてきますというのでは、アセスで

はないとしたら何なのでしょうか。これはアセスの手続きの一環かと理解して

いるんですが。 

 資料の３をもう一度ごらんいただければと思うんですけれども、この中でア

セスの手続きというのは、この四角で囲んだところが正式なアセスの手続きに

なってくるものです。通常ですと、今回出されたような資料は出ないんですけ

れども、今現在、国や東京都の説明ですと、ＰＩ、パブリック・インプルーブ

メントの方法で、できるだけ地元の方の意見を取り入れながらやるということ

で、これをさらに加えたということになります。ただ、全く環境影響評価と関

係ないと言うと語弊がありますので、やはりこれが１つのベースになってきて、

準備書になってくるんだろうと考えてございます。 

 そうしますと、確認しますと、現在、環境アセスの手順の１つとしてやって

いるけれども、この「環境への影響と保全」というのは、国交省のほうが通常

以上の心遣いとして提出したものですという意味でこれがアセスではないとい
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うことで、アセスの項目にはないけれども、つけて出したのですよという意味

でおっしゃったということでしょうか。 

 国はそういうような説明をしてございます。 

 ほかにございますでしょうか。 

 じゃ、また事務局のほうで相手の進みぐあいによって、密度の濃い資料を入

手するとか、皆さん方に配付するとか、それと勉強を兼ねて、その後、審議会

のいろいろな形での議題になったりとかいうことになって、意見を述べる機会

が出てくるわけですね。 

 では、きょうのところはこの程度でよろしゅうございますね。どうもありが

とうございました。 

 じゃ、時間が過ぎておりまして、申しわけございません。その他ということ

で、ご説明をお願いします。 

 その他というか、今現在の委員での審議会につきましては、次回、５月で最

後になりますので、場合によってはまた継続してお願いする場合もあるかと思

いますけれども、本当にどうもありがとうございます。次回が一応最後という

ことで、よろしくお願いいたします。 

 それから、中継所周辺の住民の健康ということ……。 

 失礼いたしました。これは前回の審議会で副会長のほうからご要望をいただ

いたもので、杉並の中継所のモニタリングの報告をしたときに、実際に疫学デー

タはどうなんだということでご要望がございましたので、これは保健所のほう

でつくっていただいたものの資料でございます。参考に配付させていただきま

した。 

 よろしゅうございますね。 

 では、次回の日程ということで調整させていただきますが、恐縮でございま

すけれども、１案が５月 18 日の木曜日午後２時から、２案が５月 22 日の月曜

日午前 10 時から。ご都合の悪い方は挙手をお願いしたいんですが、５月 18 日

にご都合悪い方――３人。22 日がご都合悪い方……。 

 じゃ、５月 22 日の午前 10 時からお願いしたいと思います。 

 どうもきょうは遅くまでご熱心にありがとうございました。これをもちまし

て閉会にさせていただきます。 

（終 了）

 


